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保険薬局の指定等 平成 29 年 4 月 27 日
保険局医療課事務連絡

【解説】平成 28年保医発 0331 第 6号によ
り，保険薬局と保険医療機関との一体的な
構造に関する解釈が変更され，2016 年 10
月 1日から適用されていますが，その取扱
いに関する疑義解釈が追加されました。

（p.1386 左段下から 23 行目／p.1405 左段
1行目の次に挿入）

問 1　薬局が保険医療機関から土地又は建
物を賃借する際，当該賃貸借契約が薬
局における受付処方せん枚数に応じて

　賃料を変動させるようなものについて
は，保険薬局の新規指定は認められるか。

答　受付処方せん枚数に応じた変動賃料に
ついては，保険薬局の受付処方せん枚数
が増えれば，保険医療機関の賃料収入も
増えることから，特定の保険医療機関か
ら薬局へ患者を誘導するおそれが否定で
きない。保険医療機関から特定の保険薬
局への患者誘導は，「保険医療機関及び
保険医療養担当規則」（昭和 32 年厚生省

令第15号）第2条の5で禁止されており，
また，「保険薬局及び保険薬剤師療養担
当規則」（昭和 32 年厚生省令第 16 号）
第 2 条の 3 では，「保険薬局は，その担
当する療養の給付に関し，健康保険事業
の健全な運営を損なうことのないよう努
めなければならない」とされている。こ
のため，保険医療機関と保険薬局間の契
約として変動賃料の契約方法は適切では
なく，新規指定は認められない。

事

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
の一部改正等

平成 29 年 4 月 28 日
保医発 0428 第 3 号

【解説】在宅自己注射指導管理料の対象薬剤
としてエボロクマブ製剤が追加されたこと
（4月 28日付告示は，本誌 2017 年 5月号 p.86）
に伴い，関連通知が改められました。

（p.330 右段下から 23・22 行目／p.332 右
段13・14行目を訂正）
→薬剤
⑴
【厚生労働大臣の定める注射薬】

インスリン製剤，……，脂肪乳剤，セク
キヌマブ製剤及びエボロクマブ製剤

（本誌2017年4月号p.67中段21行目／p.498
左段下から6行目の次に挿入）
→レパーサ皮下注 140mg シリンジ及び同

140mg ペン
⑥本製剤はエボロクマブ製剤であり，レパ

ーサ皮下注 140mg ペンの自己注射を行
っている患者に対して指導管理を行った
場合は，診療報酬の算定方法（平成 20
年厚生労働省告示第 59 号）別表第 1 医
科診療報酬点数表 C101在宅自己注射指
導管理料を算定できる。

なお，本製剤の使用上の注意において，
「自己投与にはレパーサ皮下注 140mg ペ
ンを用いること」とされているので，レ
パーサ皮下注 140mg シリンジについて
は，C101在宅自己注射指導管理料は算
定できないことに留意する。

⑦本製剤については針付注入器一体型のキ
ットであるので，C101在宅自己注射指
導管理料を算定する場合，C151注入器
加算及び C153注入器用注射針加算は算
定できない。

（p.1383 左段 26 行目／p.1401 左段下から
25行目の次に挿入）
→掲示事項等告示の一部改正
エボロクマブ製剤について，掲示事項等

告示第 10 第 1 号の「療担規則第 20 条第 2
号ト及び療担基準第 20 条第 3 号トの厚生
労働大臣が定める保険医が投与することが
できる注射薬」として定めた。

通
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「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正 平成 ₂₉ 年 ₄ 月 ₂₈ 日
保医発 ₀₄₂₈ 第 ₆ 号

【解説】2 月 28 日・告示第 52 号で改正さ
れた植込型脳・脊髄電気刺激装置（本誌
2017 年 3 月号 p.72）の留意事項，体外式ペー
スメーカー用カテーテル電極の定義が変更
されました。

（p.843 右段 26 ～ 53 行目／p.856 右段 26
～ 53行目を訂正）

→脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神
経刺激装置用リード，植込型脳・脊髄
電気刺激装置の算定

イ　植込型脳・脊髄電気刺激装置
a　植込型脳・脊髄電気刺激装置〔振戦

軽減用（4 極用）・標準型〕，植込型脳・
脊髄電気刺激装置〔振戦軽減用（4 極
用）・MRI 対応型〕，植込型脳・脊髄
電気刺激装置〔振戦軽減用（16 極以
上用）充電式・標準型〕，植込型脳・
脊髄電気刺激装置〔振戦軽減用（16
極以上用）充電式・MRI 対応型〕，植
込型脳・脊髄電気刺激装置〔振戦軽減
用（16 極以上用）・標準型〕及び植込
型脳・脊髄電気刺激装置〔振戦軽減用

（16 極以上用）・MRI 対応型〕は，薬
物療法によって十分な治療効果の得ら
れない以下のいずれかの症状の軽減を
目的に使用した場合に，1 回の手術に
対し 2 個を限度として算定できる。
……

ウ　MRI に対応していないリードと組み
合わせて，植込型脳・脊髄電気刺激装置

〔振戦軽減用（4 極用）・MRI 対応型〕，
植込型脳・脊髄電気刺激装置〔疼痛除去
用（16 極以上用）・MRI 対応型〕，植込
型脳・脊髄電気刺激装置〔疼痛除去用（16
極以上用）充電式・MRI 対応型（32 極
用）〕，植込型脳・脊髄電気刺激装置〔疼
痛除去用（16 極以上用）充電式・体位
変換対応型・MRI 対応型〕，植込型脳・
脊髄電気刺激装置〔振戦軽減用（16 極
以上用）充電式・MRI 対応型）又は植
込型脳・脊髄電気刺激装置〔振戦軽減用

（16 極以上用）MRI 対応型〕を使用する
場合は，それぞれ植込型脳・脊髄電気刺
激装置〔振戦軽減用（4 極用）・標準型〕，

植込型脳・脊髄電気刺激装置〔疼痛除去
用（16 極以上用）・標準型〕，植込型脳・
脊髄電気刺激装置〔疼痛除去用（16 極
以上用）充電式・標準型〕，植込型脳・
脊髄電気刺激装置〔疼痛除去用（16 極
以上用）充電式・体位変換対応型・標準
型〕，植込型脳・脊髄電気刺激装置〔振
戦軽減用（16 極以上用）充電式・標準型〕
又は植込型脳・脊髄電気刺激装置〔振戦
軽減用（16 極以上用）標準型〕を算定
する。

（p.852 左段下から 24 行目／p.865右段 11
行目を訂正）

→体外式ペースメーカー用カテーテル電
極の定義

⑶　機能区分の定義
⑧心臓電気生理学的検査機能付加型・温度

センサー付き：次のいずれにも該当する
こと。

ウ　心臓電気生理学的検査を行うための電
極を有する。

通

厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正 平成 ₂₉ 年 ₅ 月 ₂ ･ ₃₁ 日
告示第 ₁₉₁ ･ ₂₁₃ 号

【解説】4 月 13 日の患者申出療養評価会議
で承認された患者申出療養 2 技術，5 月 11
日の先進医療会議で承認された先進医療 B
の 1 技術が官報告示されました。

告示第191号
〔p.1417 右段最下行（本誌 2017 年 4 月号 p.65

で修正）／p.1436左段最下行に挿入〕
3　リツキシマブ静脈内投与療法〔難治性

天疱瘡（ステロイド抵抗性のもの又はス
テロイドを減量する過程で再燃したもの
に限る）〕

4　チオテパ静脈内投与，カルボプラチン
静脈内投与及びエトポシド静脈内投与並
びに自家末梢血幹細胞移植術の併用療法

〔髄芽腫，原始神経外胚葉性腫瘍又は非
定型奇形腫様ラブドイド腫瘍（再発した
もの又は難治性のものに限る）〕

告示第213号
（p.1417 左 段 17 ～ 19 行 目／p.1435 左段
16～ 18行目を訂正）
41　削除（内視鏡下手術用ロボットを用

いた内視鏡下咽喉頭切除術）

（p.1417 左 段 24 ～ 26 行 目／p.1435 左段
23～ 25行目を訂正）
43　削除（カペシタビン内服投与，シス

プラチン静脈内投与及びドセタキセル腹
腔内投与の併用療法）

（p.1417 右段 10 行目／p.1435 右段最下行
の次に挿入）
75　陽子線治療〔根治切除が可能な肝細

胞がん（初発のものであり，単独で発生
したものであって，その長径が 3 cm を
超え，かつ，12cm 未満のものに限る）〕

告

医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正 平成 ₂₉ 年 ₅ 月 ₁₈ 日
保医発 ₀₅₁₈ 第 ₁ 号

【解説】医薬品医療機器等法に基づく効能・ 効果等の一部変更承認がなされたことに伴 い，テリボン皮下注，ザーコリカプセルの

通

検査料の点数の取扱い 平成 ₂₉ 年 ₄ 月 ₂₈ 日
保医発 ₀₄₂₈ 第 ₄ 号

【解説】4 月 26 日の中医協で，E2（新方法）
として承認された化学発光酵素免疫測定法
（CLEIA法）の留意事項が示されました。5
月 1 日からの適用です。

（本誌2016年8月号p.66中段2行目／p.362
右段10行目に下線部を挿入）

→ 25︲ヒドロキシビタミン D
イ　本検査は，CLIA 法又は CLEIA 法に

より，ビタミン D 欠乏性くる病若しく
はビタミン D 欠乏性骨軟化症の診断時
又はそれらの疾患に対する治療中に測定
した場合にのみ算定できる。……
 （平 28 保医発 0729･4，平 29 保医発 0428･4）

通
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留意事項が改められました。

（p.469 右段下から 30・29 行目／p.472 右
段下から31・30行目に下線部を挿入）

→ザーコリカプセル 200mg 及び同 250mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の

注意において，「十分な経験を有する病理
医 又 は 検 査 施 設 に お け る 検 査 に よ り，
ALK 融合遺伝子陽性又は ROS1 融合遺伝
子陽性が確認された患者に投与すること」

とされているので，ALK 融合遺伝子陽性
又は ROS1 融合遺伝子陽性を確認した検査
の実施年月日を診療報酬明細書に記入する。

 （平 24 保医発 0529･1，平 29 保医発 0518･1）

（p.492 左段下から 27 ～ 23 行目／p.496 右
段5～9行目を訂正）

→テリボン皮下注用 56.5mg
②本製剤の用法・用量に，「本剤の投与は

24 カ月間までとすること」とされ，こ

れに関連する使用上の注意に，「本剤の
投与をやむを得ず一時中断したのちに再
投与する場合であっても，投与週数の合
計が 24 カ月（104 週）を超えないこと。
また，24 カ月（104 週）の投与終了後，
再度 24 カ月（104 週）の投与を繰り返
さないこと」と記載されているので，使
用に当たっては十分留意する。

（平 23 保医発 1125･2，最終改正：平 29 保医発 0518･1）

療養担当規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等の一部改正／使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等

平成 ₂₉ 年 ₅ 月 ₂₃ 日
告示第 ₁₉₈ 号 ･ 保医発 ₀₅₂₃ 第 ₃ 号，

保医発 ₀₅₃₀ 第 ₇ 号

【解説】5 月 17 日の中医協で，14 日ルール
（新薬は薬価基準収載後 1 年間，処方期間が
14 日に制限されるルール）を適用しない薬
剤としてコムクロシャンプー 0.05％が承
認され，5 月 23 日付けで官報告示・通知さ
れました。
　また，5 月 30 日付け告示第 212 号で薬
価収載された薬剤に関する留意事項等が通
知されました。

告示第198号
〔p.1382 左段下から 11 行目（2017 年 3 月号

p.65 で最終訂正）／p.1400 左段 12・13
行目を訂正〕
第10　厚生労働大臣が定める注射薬等
2　投薬期間に上限が設けられている医薬品
⑴ハ　新医薬品……，デジコビ配合錠 LT，

ヤーズフレックス配合錠及びコムクロシ
ャンプー 0.05％

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正

　等（保医発0523第 3号）
（p.1383 左段 26 行目／p.1401 左段下から
25行目の次に挿入）

→掲示事項等告示の一部改正
新医薬品（医薬品医療機器法第 14 条の

4 第 1 項第 1 号に規定する新医薬品をいう）
については，掲示事項等告示第 10 第 2 号
⑴に規定する新医薬品に係る投薬期間制限

（14 日分を限度とする）が適用されるが，
掲示事項等告示の改正によって，新たにコ
ムクロシャンプー 0.05％が当該制限の例外
とされた。

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正
等（保医発0530第 7号）

（p.471 右段下から 9 行目／p.475 左段下か
ら9行目の次に挿入）

→サムスカ顆粒 1％
本製剤の警告において，心不全及び肝硬

変における体液貯留については，「本剤投
与により，急激な水利尿から脱水症状や高
ナトリウム血症を来し，意識障害に至った
症例が報告されており，また，急激な血清
ナトリウム濃度の上昇による橋中心髄鞘崩
壊症を来すおそれがあることから，入院下
で投与を開始又は再開すること。また，特
に投与開始日又は再開日には血清ナトリウ
ム濃度を頻回に測定すること」と記載され
ている。また，常染色体優性多発性のう胞
腎については，「投与開始時又は漸増期に
おいて，過剰な水利尿に伴う脱水症状，高
ナトリウム血症などの副作用があらわれる
おそれがあるので，少なくとも本剤の投与
開始は入院下で行い，適切な水分補給の必
要性について指導すること。また，本剤投
与中は少なくとも月 1 回は血清ナトリウム
濃度を測定すること」と記載されている。
ついては，使用に当たっては十分留意する。

告 通

疑義解釈資料の送付（その11） 平成 ₂₉ 年 ₅ 月 ₂₆ 日
保険局医療課事務連絡

【解説】2016 年診療報酬改定についての疑
義解釈に関する事務連絡（その 11）が発出
されました。別添 3（歯科報酬点数表関係）
は省略します。

【別添1】医科診療報酬点数表関係
【認知症疾患医療センター】

問 1　平成 29 年度より，認知症疾患医療
センターについて，従来の「診療所型」
の設置要件に病院が追加され，「連携型」
に区分が改正されたが，認知症疾患医
療センター「連携型」への鑑別診断を
目的とした紹介や，認知症疾患医療セ
ンター「連携型」での鑑別診断等につ
いて，以下の項目を算定することがで

　きるか。
① 診療情報提供料（Ⅰ）認知症専門医

紹介加算
②認知症専門診断管理料 1「診療所型」　
③認知症療養指導料

答　①については，鑑別診断を目的に認知
症疾患医療センターへ患者を紹介した場
合について，認知症疾患医療センターの
区分を問わず，紹介元の保険医療機関に
おいて算定できる。

②と③については，認知症疾患医療セ
ンター「連携型」のうち，診療所である
場合にのみ，算定できる。

なお，認知症疾患医療センターの区分

が明らかでない場合には，これらの診療
報酬を算定するのに先立ち，都道府県の
担当部局に確認すること。

【認知症薬】
問 2　認知症治療薬について，患者の症状

等により添付文書の増量規定 （※）によら
ず当該規定の用量未満で投与した場合，
当該用量未満の認知症治療薬の取扱い
はどのようになるか。
※ 例えば，ドネペジル塩酸塩錠については，

添付文書の「用法・用量」欄において，「通
常，成人にはドネペジル塩酸塩として 1
日 1 回 3 mg から開始し，1 ～ 2 週間後
に 5 mg に増量し，経口投与する」と記
載されている。

事
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答　添付文書の増量規定によらず当該規定
の用量未満で投与された認知症治療薬に
ついては，平成 28 年 6 月 1 日付け厚生
労働省保険局医療課事務連絡により審査
支払機関に対して，一律に査定を行うの
ではなく，診療報酬明細書の摘要欄に記
載されている投与の理由等も参考に，
個々の症例に応じて医学的に判断するよ
う連絡している。

【一般名処方加算】
問 3　F400 処方せん料の「注 7」に規定

する一般名処方加算について，一般的
名称で処方薬が記載された処方せんに，
医療安全の観点から類似性等による薬
の取り違えを防ぐ目的の参考情報とし
て，一般的名称に先発品又は後発品の
銘柄名を併記する場合は，当該加算は
算定可能か。

答　算定可能である。
一般名処方加算は，一般的名称による

処方せんを交付した場合に限り算定でき
るものであり，医師が個別の銘柄にこだ
わらずに処方を行っていることを評価し
た点数である。したがって，この場合に
併記される銘柄名は，処方薬に係る参考
情報であることから，個別銘柄の指定と
誤解されることのないよう，備考欄など
に記載することが望ましい。

（参考）この疑義解釈については，薬剤
名の一般的名称を基本とした販売名の類
似性に起因する薬剤取り違え防止のため
の対応が課題とされた「平成 27 年度厚
生労働科学研究内服薬処方せんの記載方
法標準化の普及状況に関する研究」を踏
まえ，その対応策の一つとして，類似性
等による取り違えリスクが特に懸念され
る名称のものについては，先発品の使用
が誘引されることがない範囲で，先発品
や代表的な後発品の製品名等を参考的に
付記する等の工夫が有効と考えられるこ
とを示した平成 29 年 5 月 26 日付け厚生

労働省事務連絡「平成 27 年度厚生労働
科学研究費補助金（地域医療基盤開発推
進研究事業）「内服薬処方せんの記載方
法標準化の普及状況に関する研究」結果
の概要について（情報提供）」において
医療機関等へ周知されることになったこ
とに合わせて，個別の銘柄へのこだわり
ではなく医療安全の観点での銘柄名の併
記による，一般名処方加算についての取
り扱いを明確にしたものである。

【通院・在宅精神療法】
問 4　I002 通院・在宅精神療法について

は，「注 6」により，1 回の処方におい
て 3 種類以上の抗うつ薬又は 3 種類以
上の抗精神病薬を投与した場合であっ
て以下の 1 つでも満たさない場合は，
所定点数の 100 分の 50 に相当する点数
により算定するとされている。
＜要件＞
1．当該保険医療機関における 3 種類以

上の抗うつ薬及び 3 種類以上の抗精
神病薬の投与の頻度が低いこと。

2．当該患者に対し，適切な説明及び医
学管理が行われていること。

3．当該処方が臨時の投薬等のもの又は
患者の病状等によりやむを得ないも
のであること。

　また，上記要件の「3．当該処方が臨
時の投薬等のもの又は患者の病状等に
よりやむを得ないものであること」に
ついては，留意事項通知により，F100
処方料の留意事項通知⑶のアのイから
ニまでのいずれかに該当するものであ
るとされている。
　上記要件の 1 と 2 を満たしている保
険医療機関において，F100 処方料の留
意事項通知⑶のアのニに該当し，患者
の病状等によりやむを得ず 4 種類以上
の抗うつ薬又は 4 種類以上の抗精神病
薬を投与した場合，通院・在宅精神療
法について，所定点数の 100 分の 100

に相当する点数を算定することができ
るか。

答　算定できない。
F100 処方料の留意事項通知⑶のアの

ニは，アの前段にあるとおり，3 種類の
抗うつ薬又は 3 種類の抗精神病薬を投与
する場合に限り適用されるものである。

したがって，4 種類以上の抗うつ薬又
は 4 種類以上の抗精神病薬を投与した場
合は，当該⑶のアのニには該当せず，上
記要件の 3．を満たさないこととなるた
め，通院・在宅精神療法は，所定点数の
100 分の 50 に相当する点数により算定
することとなる。

【先進医療・患者申出療養】
問 5　先進医療又は患者申出療養において
　発生した副作用等に係る診療の費用に

ついて，保険外併用療養費の支給はど
のようになるのか。

答　先進医療又は患者申出療養において発
生した副作用等に係る診療については，
原則として保険給付の対象である。

【別添2】医科診療報酬点数表関係（DPC）
【造血幹細胞採取】

問 1　K921 造血幹細胞採取を行うにあた
り，造血幹細胞の末梢血中への動員の
ために G︲CSF 製剤やプレリキサホルを
投与するが，K921 造血幹細胞採取を算
定する日以外の日に投与したこれらの
薬剤料について，DPC レセプトにおい
て手術の部で出来高で算定することが
できるか。

答　本件は，K921 造血幹細胞採取の「注 2」
の加算に該当するため，造血幹細胞採取
にあたって当該薬剤を使用した場合につ
いても，K921 造血幹細胞採取を算定す
る日に K921 造血幹細胞採取の所定の点
数に当該薬剤の点数を加算する。

特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正 平成 ₂₉ 年 ₅ 月 ₃₁ 日
告示第 ₂₁₅ 号

【解説】4 月 26 日の中医協で保険適用が承
認された特定保険医療材料が官報告示され
ました。6 月 1 日からの適用です。

（本誌 3 月号 p.72 右段最下行／p.872左段2
行目の次に下線部を挿入）

130 心臓手術用カテーテル
⑶　冠動脈ステントセット
　④生体吸収・再狭窄抑制型 244,000 円

同（承認番号：22800BZX00406000）
 （17.3 ～ 18.3）　244,000 円

（p.860 左段下から 5 行目／p.873右段29行
目を訂正）

133 血管内手術用カテーテル
⑷　下大静脈留置フィルターセット
　①標準型 172,000 円

②特殊型 177,000 円

告
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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 等の一部改正 平成 29 年 5 月 31 日
保医発 0531 第 2 号

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実
施上の留意事項について」の一部改正

（p.707 左段下から 22 行目／ p.718 右段下
から13行目の次に挿入）
→自動縫合器加算
⑹　K552，K552︲2，K554，K555，K557，
K557︲2，K557︲3，K560及び K594の「3」
に掲げる手術に当たって左心耳閉塞用ク
リップを使用した場合は，1 個を限度と
して本区分の所定点数を算定する。なお，

この場合において，本区分の「注」の規
定は適用しない。

「特定保険医療材料の定義について」の一
部改正

（p.861 右段 3行目以下／ p.874 右段下から
16行目以下を訂正）
→血管内手術用カテーテルの定義
⑴　血管内手術用カテーテルの機能区分の
考え方
術式により，……下大静脈留置フィルタ

ーセット（2 区分），……の合計 54 区分に

区分する。
⑸　下大静脈留置フィルターセット
①定義
②機能区分の考え方：構造により，標準型

と特殊型の合計 2 区分に区分する。
③機能区分の定義
ア　標準型：イに該当しない。
イ　特殊型：構造上の工夫により，留置

後から必要時回収するまでの期間に制
限がない。

通

業務の全部若しくは一部の停止の命令，
役員の解職勧告又は解散命令等も検討の
上，適切な改善措置を速やかに実施する。
⑺　指導監査の結果の開示は，法人運営の

適正化のみでなく，利用者の立場に立っ
た質の高いサービスの提供に資すること
も目的としていることを踏まえ，各都道
府県市の情報公開条例に基づく開示請求
に対しても積極的に閲覧を可能としてお
く体制を整えることが望ましい。
6．指導監査の結果の報告

都道府県，指定都市及び中核市が実施し
た各年度の指導監査の結果〔都道府県にあ
っては，管内市（指定都市及び中核市を除

く）が実施した指導監査の結果を含む〕に
ついては，別に定めるところにより，厚生
労働省社会・援護局福祉基盤課に報告する。
7．関係機関等との連携等
⑴　法人運営と施設等の運営とは相互に密

接な関係を有するものであることから，
法人の指導監査を行うに当たっては，当
該法人の施設等が所在する区域の行政庁
に必要な情報又は資料の提供その他必要
な協力を求める等，十分に連携を取りな
がら実施する。

⑵　当該法人の施設等が所在する区域の行
政庁は，法人に対して適当な措置をとる
必要があると認めるときは，法人の所轄

庁に対し，その旨の意見を述べることが
できる。

⑶　指導監査の過程において，所轄庁が処
分権限を有さない法令又は通知（労働関
係法令，消防関係法令等）に関する違反
の疑いのあるものを発見した場合は，施
設監査の所管課又は当該法人の施設等が
所在する区域の行政庁と十分に連携を図
りながら，法人に対して管轄機関への確
認を促す等の指導を行う。その際，法人
と指導内容の認識を共有できるよう配慮
するとともに，必要に応じて，処分権限
を有する関係機関へ通報する等の措置を
とることにより，適切に対応する。

（支払基金）
平成29年 1月

医療機関別
医　科　入　院 医　科　入　院　外

点／ 1 件 日／ 1 件 点／ 1 日 点／ 1 件 日／ 1 件 点／ 1 日
総　　　合　　　計 50,402 9.8 5,166 1,088 1.4 785
病　　　院　　　計 54,768 10.3 5,315 2,000 1.4 1,448
経
営
主
体
別

国 公 立 病 院 54,568 9.3 5,878 2,289 1.4 1,693
大　学　病　院 75,190 10.2 7,366 3,035 1.3 2,310
法　人　病　院 46,697 11.5 4,067 1,553 1.4 1,095
個　人　病　院 31,201 12.0 2,611 1,308 1.4 921

診 　 療 　 所 　 計 13,423 5.1 2,626 846 1.4 610

診
　
療
　
科
　
別

内　　　　　科 16,118 5.7 2,822 944 1.3 735
小　　児　　科 7,833 3.8 2,060 824 1.5 559
外　　　　　科 21,826 5.6 3,874 1,035 1.5 702
整　形　外　科 41,512 10.9 3,803 970 2.1 459
皮　　膚　　科 23,595 24.8 953 496 1.3 391
産　婦　人　科 9,227 4.7 1,959 930 1.5 617
眼　　　　　科 24,639 2.7 9,130 655 1.1 579
耳鼻いんこう科 35,154 2.6 13,609 676 1.5 457
そ　　の　　他 20,847 5.7 3,655 1,005 1.4 745

（審査・返戻状況／医科）（％）
医保

査定率

（＝
請求点数

－確定点数
請求点数 ）

28 年 11 月 1.34
28 年 12 月 1.41
29 年 1 月 1.43

返戻率

（＝返戻件数
受付件数）

28 年 11 月 0.51
28 年 12 月 0.51
29 年 1 月 0.49

●審査機関統計資料

（診療報酬支払状況）（29 年 2 月診療分）
合計 医保 各法

件数（万件） 8,978 7,393 1,585

前年同月比（％） （96.8） （95.1） （105.2）

金額（億円） 9,826 7,812 2,014

前年同月比（％） （95.0） （94.3） （97.9）

（国保中央会）

平成28年 12月 市町村計 後期
高齢者前期高齢者

1 人当たり
医療費（円）

合 計 29,494 42,229 78,206
入 院 10,637 15,272 36,735
入 院 外 10,412 14,998 22,321
歯 科 2,080 2,767 2,865
調 剤 5,663 8,390 13,834
食事・生活療養 551 672 2,075
訪 問 看 護 150 130 376

1 人当たり
日数（日）

合 計 1.77 2.44 4.10
入 院 0.32 0.39 1.22
入 院 外 1.14 1.63 2.45
歯 科 0.30 0.41 0.40

（回数） 食事・生活療養 0.83 1.00 3.05

1 日当たり
医療費（円）

合 計 16,649 17,326 19,063
入 院 33,705 39,293 30,086
入 院 外 9,144 9,198 9,102
歯 科 6,854 6,810 7,233

（1 回当たり）食事・生活療養 665 674 680

1 件当たり
医療費（円）

合 計 21,455 21,782 30,818
入 院 547,801 579,554 536,628
入 院 外 14,353 14,542 16,533
歯 科 12,814 12,962 14,307
食事・生活療養 29,836 26,614 32,162

※ 国保の 1 人当たり医療費・日数は，総数／被保険者数で算出。
入院医療費には，入院時食事療養費・入院時生活療養費，入院外
医療費には，調剤医療費を含む。 標
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